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JAによる農福連携の取組方法の要点と意義 
―JAによる雇用および作業請負依頼の事例を通して― 

 

草野 拓司 

 

１．はじめに 

 

農福連携の普及・拡大を進める中で JA への期待が高まっている。実際に JA による農福

連携の取組が全国各地で広がってきているが，数が増えているだけでなく，JA ながさき県

央，JA ぎふ，JA 晴れの国岡山のように，自ら農業関連事業で障害者を雇用したり，障害福

祉サービス事業所（以下「事業所」という）に作業請負をしてもらったりするところもあれ

ば，JA 静岡市や JA めぐみののように，人手不足の農家と農作業を請け負いたい事業所を

マッチングする支援（仲介）を行っているところもあり，取り組み方も多様化している。 

そうした状況下，これから農福連携のお手伝いをしようとしている JA にも大変参考にな

る事例を紹介する。本稿では，特に，障害者を雇用したり，農作業請負の依頼を行おうとし

たりする３つの事例に注目する。JA ながさき県央は高等特別支援学校の生徒の実習受入れ

を行い，その後，実習を受けた生徒を雇用する取組を行っている。JA ぎふは特例子会社を

設立し，事業所の利用者を雇用する取組を行っている。JA 晴れの国岡山は，選果場におけ

る農作業請負を事業所に依頼する取組を行っている。本稿では，この３つの事例の取組を紹

介しつつ，それぞれの方法の要点を考察したのち，JA が農福連携に取り組む意義を検討す

る。 

以下では，２節において，JA による農福連携の取組の現状を整理する。３節では優良事

例となる３つの JA の取組内容を紹介しつつ，それぞれの取組方法の要点を検討する。４節

では，JA が農福連携に取り組む意義を検討し，本稿のまとめとする。 

なお，本稿における２節１・２項は草野（2021a；2021b）をベースにしつつ，2022 年 11

月に再調査して再編集したもので，同節３項は書き下ろしたものである。 

  

２．JAによる農福連携の取組の類型と動向  

 

（１）JAによる農福連携の取組の類型 

 農林水産省・厚生労働省（2022）によると，JA が農福連携を行う場合，３つのパターン

が想定されている。第１表にあるように，①障害者雇用を行うことで障害者の受入れ主体に

なる，②組合員の農業者に対して労働力の供給支援をする，③取組の場や人材を提供する，

というものである。 

①では，JA の選果場・直売所・営農センターや JA 出資型法人等において障害者を雇用

し，箱詰め・出荷・農作業や経理処理等の事務作業の職場で雇用することなどが想定されて
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いる。②では，JAが無料職業紹介事業の一環として組合員農家に障害者を直接紹介したり，

組合員農家に障害福祉サービス事業所を紹介したりすることが想定されている。③では，a.

試験ほ場や組合員農家のほ場などを提供し，障害者や特別支援学校の生徒の農作業体験会

を開催したり，農福連携技術支援者の育成の場に活用したりすること，b.福祉系の法人を設

立して，障害福祉サービス事業の一環として農作業を行うこと，c.農作業に関する豊富な知

識を生かし，JA 職員の OB に農福連携技術支援者育成研修を受けてもらい，農福連携技術

支援者として，農業に参入する社会福祉法人等への技術指導に当たってもらうことなどが

想定されている。 

 本稿では，①に当たる３つの事例を紹介する（JAながさき県央の場合，③にも該当する）。

なお，②については，草野（2022；2021a；2021b；2021c）を参照いただきたい。 

 

第１表 JAによる農福連携の取組の類型 

 
        資料：農林水産省・厚生労働省（2022:21） 

 

（２）JAによる農福連携の動向 

農業協同組合新聞（2021 年４月 20 日）の記事によると，農林水産省と JA 全中，日本農

福連携協会は同年４月 19 日，農福連携に関する包括的連携協定を締結した。３者は農福連

携の全国的な展開に向けて普及啓発活動や，農業者と障害者のマッチングなどを進めると

いう。 

農林水産省が関係団体と包括連携協定を結ぶのはこれが初めてで，その協定では，農福連

携の全国的な展開と定着，障害者等の雇用就労の促進，農福連携の質の向上，対象領域の拡

大などで連携することを定めている。 

JA 全中（2020；2021；2022）によると，農福連携に取り組む JA の数は 2018 年度に 48

であったが，2019 年度に 71，2020 年度に 209，2021 年度には 221 の JA が何らかの方法

で農福連携に取り組んでおり，JA による取組が拡大傾向にあることが確認できる。 

 

３．JAによる農福連携の取組３つの事例の取組方法の紹介とその要点 

 

（１）JAながさき県央－実習受入れからの雇用1 

JA ながさき県央（以下「JA」という）は，高等特別支援学校の生徒の実習受入れを行い，

その後，実習を受けた生徒を雇用する取組を行っている。本項では，この取組方法を紹介し

つつ，その要点を考察する。 

 

① 障害者雇用等を行うことで障害者の受入れ主体になる

② 組合員の農業者に対して労働力の供給支援をする

③ 取組の場や人材を提供する
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１）JAながさき県央の概要と管内農業の特徴  

JA は諫早市（多良見地区を除く），大村市，東彼杵郡の東彼杵町と川棚町と波佐見町を管

内とする。2021 年度末現在の組合員総数は４万 10 人で，そのうち正組合員数は１万 985

人である。管内では，にんじん，ばれいしょ，いちご，アスパラガス，ミニトマト，温州み

かん，茶，カーネーション等の花き，豚・牛の畜産と，多様な農業が営まれている。管内に

おける組合員の平均年齢は 60 歳を超え，農業をやめるケースがある一方で，規模を拡大す

る農家において人手不足が問題になっている。 

 

２）活動内容  

①取組のきっかけ  

2015 年 10 月，JA ながさき県央では，障害者法定雇用率の未達成について，労働局から

指導を受けた。同月，ハローワーク主催の「障害者雇用セミナー」が県立希望が丘高等特別

支援学校において開催され，JA 担当者が参加した。同校は軽度の知的障害のある生徒が就

職による社会的，職業的自立を目指す学校である。JA 職員が同校の概要説明，授業内容（当

時の校内作業実習はウエアクリーニング，ハウスクリーニング，窯業等）を見学したところ，

レベルの高い作業を目の当たりにし，JA による総合事業を生かした障害者雇用ができるの

ではないかと考え，2016 年度から同校の生徒を実習で受け入れることとなった。 

 

②仕組み  

第１図で JA が同校生徒を雇用するまでの仕組みを確認しよう。最初に，１～３年生を対

象に，「デュアルシステム型現場実習」が実施される。これは，年間 15～20 回程度実施さ

れ，各回で生徒５～８人，教師２～３人が参加するもので，JA で実習する場合は農作業，

A コープでの作業，清掃作業等を行う。  

この実習を行う際は，JAの総務部総合企画課が担当し，各部署に作業受入れを依頼する。

農作業については，営農部指導振興課と相談し，指導員から農家に依頼したうえで行われる。  

次に行われるのが個人実習である。これは，デュアルシステム型現場実習を経験した各生

徒が希望する職場で行う実習で，より実践的な内容となる。不定期で行われ，１回の実習期

間は３週間ほどである。１年次に１回，２・３年次に各２回行われ，特に３年次に行われる

個人実習は，就職（就労）を念頭に置いた本格的な作業となっている。この実習も総合企画

課が窓口となり，現場との受入調整は総務課が行う。  

この２つの実習を経て，３年次に各生徒が JA への就職（就労）を希望し，JA も実習の

様子をみて採用したいと考えた場合，その生徒が雇用される仕組みとなっている。  

雇用後も，同校が２年間にわたってフォローすることとなっており，２年を超えた場合 

でも適宜対応しているという。場合によっては，同校が持つネットワーク（ジョブコーチや

福祉事業所）を活かし，ジョブコーチ等と同校教員がともに JA を訪問し，支援することも

ある。 

 



 

 

- 4 - 

 

第１図 JAながさき県央における雇用の仕組み 

資料：ヒアリング結果をもとに作成 

 

③作業内容  

採用（雇用）された生徒は，実習で経験した作業をベースとして，農作業，A コープでの

作業（販売，店内整理など），清掃作業などの業務を担当している。農作業は，JA が農家か

らにんじんやばれいしょの収穫等の作業依頼を受けて行うもので，ほ場の面積当たりの請

負料（掘取り料）を受け取り，実施されている。農閑期には A コープでの作業や清掃作業

を行うなど，適宜就業内容を変えることもある。 

 

Aコープでの実習の様子（筆者撮影） 

 

④工賃と労災保険  

雇用形態はフルタイム（実働 7.5～８時間）の時給制（最低賃金以上）で，時給は毎年昇

給する。雇用契約は１年ごとの更新で，ほとんどの場合で更新が繰り返されている。労災保

険と健康保険には JA が加入している。 

個人実習の受入れ

JAながさき県央による雇用

高等特別支援学校によるフォロー

高等特別支援学校によるデュアルシ

ステム型現場実習の受入れ



 

 

- 5 - 

３）実績  

JA では，同校と連携を始めて以降，毎年１～２人を採用し，これまで計８人の知的障害

者の採用を行ってきた。内訳は，A コープに５人，営農センターに２人，支店に１人の配置

となっている。これにより，JA は法定雇用率を達成している。また，2021 年度には新たに

管内の他の特別支援学校から１人を採用し，計９人の採用となった。  

このような取組に対し，関係者からは高く評価する声が上がっている。採用された生徒，

親族，同校からは，「JA は総合事業を行っているため，さまざまな体験ができることから，

実習の場を設けてくれることだけでもありがたい」・「この取組が報道などで取り上げられ

ることで，地域の人々や企業に対して，障害を持っていても働くことができることを証明す

る機会にもなっている」という。  

農家からは，農作業を作業依頼して手伝ってもらうことに対して，「労働力が増えて助か

る」・「また来て欲しい」・「このような機会を増やして欲しい」という声が多く上がっている。  

JA 役職員からも，「このような取組を地域の人々にみてもらうことで，地域における JA

の活動を理解してもらう良い機会になっている」・「同校生徒の働く姿をみた職員のモチベ

ーションを上げることにもつながっている」・「A コープに実習に来ている生徒が商品を売

るとお客さんが集まり，良く売れる」と高く評価する声が多い。 

 

４）取組方法の要点 

JA がこのような取組を進める上での要点は，以下のように考察される。  

雇用前においては，JA が実践に近い２つの実習を受け入れることで，生徒の個性を把握

し，JA の仕事に適しているかどうかを判断する場を設けている。またそれは，生徒の働く

力を高める機会にもなっているので，雇用後にスムーズな就労を可能にしているといえる。

さらに，実習から雇用にいたるまで，総務部総合企画課と総務課，および営農部指導振興課

が連携して進めることで，多角的に生徒の個性を把握できている。  

雇用後においては，高等特別支援学校が２年間のフォローを行ってくれることに加え，２

年を超えた場合でも適宜対応してもらえることで，JA は，福祉の専門家からのアドバイス

が受けられるようになっている。このようなフォロー体制が，離職防止につながっていると

いう。  

なお，この取組と直接の関係はないが，JA 女性部（以下「女性部」という）が同校生徒・

教員と積極的に交流を行っている。女性部のイベントで同校の生徒に和太鼓を演奏しても

らったり，一緒にゼリー作りをしたりすることもある。女性部が同校に見学に行くこともあ

るという。そのようにして女性部と同校生徒・教員が交流を深めた結果，女性部から同校の

取組を高く評価する声が多く上がったことに加え，同校と JA との関わりが増えたことで，

JA 役職員が同校生徒を理解する機会が増したのである。そのようなことが，この取組を後

押ししているという。  

以上のように，JA ながさき県央は，女性部の協力も得ながら，さまざまな工夫を取り入

れ，同校からコンスタントに生徒を雇用して離職率も低く抑えることで，法定雇用率を達成
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している。また，既述のとおり，2021 年度には新たに管内特別支援学校から 1人を採用す

るなど，他の支援学校からの採用も広がりつつあり，今後の雇用拡大にも大きな期待がもた

れるのである。 

加えて，同校生徒の実習の場が生まれていること，実習を通して同校生徒が働けることを

示せていることも，この取組の重要な意義となっている。さらに，労働力が不足する農家へ

労働力の提供ができていることに加え，地域における JA の活動の理解が進むなどの効果も

みられるのである。 

 

（２）JAぎふ―特例子会社による雇用―2 

JA ぎふ（以下「JA」という）は，特例子会社を設立し，事業所の利用者を雇用する取組

を行っている。吉田（2019a）によると，特例子会社とは「障害者の雇用環境を整備するな

ど一定の要件を満たしたと認定された会社のことで，雇用した障害者は親会社の障害者雇

用の実績としてカウントされる」ものである。本節では，この取組方法を紹介しつつ，その

要点を考察する。 

 

１）JAぎふの概要と管内農業の特徴  

JA は岐阜市，羽島市，各務原市，山県市，瑞穂市，本巣市，羽島郡の笠松町と岐南町， 

本巣郡北方町を管内とする。2021 年度の組合員総数は９万 8,810 人で，そのうち正組合員

数は４万 45 人である。管内では，米，麦，大豆のほか，いちご，柿，枝豆等の園芸作物，

肉牛，肉豚等の畜産物が生産されている。管内では全国平均よりも高齢化が進んでいること

もあり，農業の現場における人手不足もみられる。 

 

２）活動内容  

①取組のきっかけ  

JA では，以前から障害者を雇用していた。2010 年代半ばになり，組合員の中にも障害者

のいる家庭が少なからずあり，その組合員の悩みを解決することが JA の仕事であるという

着想に基づき，JA 内部から「農福連携は JA がやるべき」・「これこそ JA のあるべき姿」と

いう声が上がり，特例子会社設立のためのプロジェクトが始まった。  

このプロジェクトを進める段階で，地元の B 型事業所ウェル・ファーム（以下「ウェル・

ファーム」という）の代表がオブザーバーとして参加し，JA と障害者の情報共有が可能な

関係が構築された。そして，2020年７月に子会社「（株）JA ぎふはっぴぃまるけ」（以下，

「同社」という）が設立され，同年 12 月には特例子会社の認可を受け，単位農協初の特例

子会社となった。 

 

②仕組み  

第２図にあるように，同社は A 型・B 型事業所や障害者就業・生活支援センターなどか

らの紹介を受け，障害者を雇用している。この取組では，同社および B 型事業所などの組

織や相互の関係が重要になるので，以下でみていこう。  
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まずは同社についてみていく。同社は従業員 20 人（障害者 19 人＋健常者１人），役員（非

常勤）２人，監査役（非常勤）１人，運営を担当するスタッフ３人，計 26 人で組織されて

いる。障害者の従業員 19 人のうち 12 人は JA からの転籍者で，同社では「総合部門」に所

属している。残る７人のうち５人は 2020 年度に新規採用されており，「農業部門」の所属

となっている。スタッフ３人のうち１人は JA からの出向者で同社の統括部長，１人は JA

の元職員でジョブコーチの有資格者，１人はウェル・ファームの元代表で，同社真正事務所

の所長である。この所長は作業療法士の資格を持ち，病院での勤務経験もある。統括部長と

所長も，同社設立後にジョブコーチの資格を取得している。また，監査役もジョブコーチの

資格を持つ。 

次にウェル・ファームについてみていこう。2020 年度にはっぴぃまるけの「農業部門」

に 採用された５人のうち，４人（精神障害者３人と身体障害者１人）がウェル・ファーム

から採用されている。ウェル・ファームは 2014 年に法人登記し，2015 年にオープンして

いる。2020 年 12 月現在，登録者数は 23 人で，そのうち精神障害者 12 人，知的障害者９

人，身体障害者２人となっている。オープン当初より，農家から農作業を請け負ってきたほ

か，農業以外の内職も請け負ってきた。既述のとおり，元代表（現・真正事務所の所長）は，

JA ぎふによる特例子会社設立のためのプロジェクトのオブザーバーとして参加してきた。

ウェル・ファームは，オープン以降，JA 敷地内の施設を借りて事務所としている。現在は

事務所の隣にはっぴぃまるけの真正事務所がある。  

なお，同社は，雇用後に従業員の親族と面談を行うことを重視しており，ほとんどの従業

員の家庭訪問を行っている。また，従業員本人との面談（個別面談）も重視し，週に１回以

上実施することで，社内で各従業員の個性について情報共有するようにしている。出勤時間，

退勤時間，労働時間等については，親族，医師，支援団体などとも相談し，柔軟に変更して

いるという。ジョブコーチによる作業内容の指導も実施している。このようにすることで，

各従業員と良好な関係を構築することが可能になっているという。 

 

第２図 はっぴぃまるけにおける雇用の仕組み 
資料：ヒアリング結果をもとに作成 

（株）JAぎふはっぴぃまるけに

よる雇用

・就労継続支援A型・B型事業所

・障害者就業・生活支援センター

・就労移行支援事業所

・ハローワークなど

従業員や親族との面談、

家庭訪問などを通して

フォロー
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③作業内容  

農業部門の従業員は年間を通して農業に関する作業を行う。同社所有の農地で野菜・水稲

の栽培に従事している。総合部門の業務は主に印刷，清掃，直売所勤務だが，農繁期には農

業部門を補助している。 

 

④工賃と労災保険  

障害者従業員の雇用形態は基本的にフルタイムの時給制（最低賃金以上）だが，１人は月

給制である。大半は１年更新であるが，採用から５年以上が経過した４人は期間の定めなし

となっている。週休２日制であり，１日の就業時間は 7.5 時間以内としているが，従業員の

健康状態などにより，超短時間労働（週に４日，１日３時間労働）にすることもある3。労

災保険と健康保険には同社が加入している。 

 

隣り合わせになっているはっぴぃまるけ真正事務所（左）と

ウェル・ファーム事務所（筆者撮影） 

 

 

３）実績  

既述のとおり障害者の従業員数は 19 人となっている。JA ではプロジェクト開始当初か

ら法定雇用率を達成していたが，2020 年度の５人の採用により，さらに雇用率を上げてい

る4。 

従業員の親族からは，「子供が元気になっているのでありがたい」，従業員からは「いろい

ろな仕事を行いたい」・「仕事が楽しみでしょうがない」との声が聞かれる。農業部門の４人

は B 型事業所（ウェル・ファーム）からの雇用であり，同社に入社してからの報酬は最低
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賃金以上になり，とても喜ばれているという。  

ウェル・ファームからは，「従業員たちが安定した職を得てくれて良かった」・「４人を送

り出せたことが，福祉全体，地域全体への貢献になった」との声が聞かれた。  

JA 役職員からは，「従業員の楽しく元気な声が飛び交うようになった。挨拶も元気良く，

職員との交流も多くなった」・「農福連携は地域貢献を目指す JA のあるべき姿」などの声が

聞かれた。 

 

４）取組方法の要点 

JA がこのような取組を進める上での要点は，以下のように考察される。  

雇用前においては，はっぴぃまるけが B 型事業所や障害者就業・生活支援センターなど

と連携関係を築き，利用者（障害者）の情報を共有できる体制としていることに加え，同社

内にジョブコーチや作業療法士の資格を持つスタッフを配置することで，より雇用に適し

た人材の採用が可能になっている。 

雇用後においては，事業所や障害者就業・生活支援センターなどとの連携関係を維持する

ことで，雇用後も事業所に相談できる体制ができている。また，既述のジョブコーチ等の配

置は，各障害者に適した作業を適宜検討することを可能にしている。さらに，従業員本人や

親族との面談を頻繁に行うことに加え，医師や支援団体などと連携をとることで，従業員の

状況をより詳細に把握することが可能になっている。また，ファイナンシャルプランナーの

資格を持つ同社統括部長が社員の資産管理を手助けすることで，生活面でも社員をサポー

トできている。 

以上のように，同社は，さまざまな工夫を取り入れることで，2020 年度に新規で５人の

障害者を事業所から雇用するにいたっており，それにより元々達成していた法定雇用率を

さらに引き上げている。また，B 型事業所の利用者だった人々を最低賃金以上で雇用するな

ど，地域において安定的な雇用を生み出していることは，この取組の重要な意義となってい

る。さらに，労働力が不足する農家組合員へ労働力の提供ができていることなど，組合員に

とっても大きな意義のある取組となっているのである。  

 

（３）JA晴れの国岡山―選果場における農作業請負の依頼―5 

JA 晴れの国岡山（以下「JA」という）は，選果場における農作業請負を事業所に依頼す

る取組を行っている。本節では，この取組方法を紹介しつつ，その要点を考察する。 

 

１）JA晴れの国岡山の概要と管内農業の特徴  

JA は倉敷市，津山市，玉野市などを含む 14 市 11 町村を管内とする。2021 年度現在の

組合員総数は 14 万 3,266 人で，そのうち正組合員数は９万 2,602 人である。広範囲を管内

としていることから，米，果実，野菜，花き，畜産など，多種多様な農産物の生産がみられ

る。 

農福連携を行っているのは JA の津山統括本部で，同本部下にある津山南部アグリセンタ
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ー（以下「アグリセンター」という）が立地する地域ではきゅうりの生産が盛んで，近年も

作付面積が増加していることに加え，2019 年の合併に伴い，旧 JA 勝英（現在の勝英統括

本部）のきゅうりを受け入れることになったことにより，選果場における人手不足が深刻化

している。 

 

２）活動内容  

①取組のきっかけ  

以上のように，選果場における人手不足が深刻化した際，当初は，町内の県立支援学校の

生徒を職場体験として受け入れたのに加え，地元の福祉事業所に依頼して人手を確保して

きた。しかし，選果場の従業員が高齢化する（60～70 歳代の女性が多くなっている）など，

人材確保がますます難しい状況となっていった。特に繁忙期には，20～21 時まで作業しな

ければ捌ききれない日が続いた。 

そして，2020 年になり，このような状況を共有していた美作広域農業普及指導センター

から，岡山県農福連携サポートセンターの紹介を受けた。選果場において，事業所の職員等

に作業見学と説明会の場を設けて作業請負を依頼したところ，４つの事業所（A 型事業所２

つ，B 型事業所２つ）が作業請負を行ってくれることとなった。 

 

②仕組み  

第３図で農作業請負の依頼の仕組みをみていこう。岡山県農福連携サポートセンター（以

下「サポートセンター」という）から事業所の紹介を受けた JA は（図中①），それらの A

型・B 型事業所に対し，作業見学と説明会の場を設ける（②）。それを受け，事業所がその

作業を請け負いたいと考えれば，事業所職員が作業請負の研修を受けることを決定する

（③）。次に，各事業所の職員が研修を受講し（④），作業内容を作業者に伝えられるように

したうえで，JA と事業所で作業請負の契約を結ぶ（⑤）。そして，実際に，作業者による作

業が行われ，JA から事業所へ請負料が支払われることとなっている（⑥）。このように，JA

に対して事業所を紹介し，実際の作業が行われて請負料が支払われるすべての過程におい

て，適宜，サポートセンターが JA と事業所に対してサポートを行っている。なお，この業

務は津山統合本部の１人が他業務と兼務で担当している。 
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第３図 JA晴れの国岡山における農作業請負の依頼の仕組み 

資料：ヒアリング結果をもとに作成 

 

③作業内容  

主な作業は，きゅうりの選別と箱詰め，および出荷用段ボール箱の組立てである。作業内

容を作業者に伝達する際は，JA 担当者が直接作業者に行うのではなく，事業所職員に伝え，

事業所職員が作業者に伝えるようにしている。作業が行われる際は，作業者７人に対して１

人の事業所職員が付き添っている。2021 年度に作業を行ったのは７人の作業者で，そのう

ち４人が精神障害者，２人が身体障害者，１人が知的障害者である。 

この選果場では５月中旬から 10 月下旬まで作業が行われていて，６月上中旬から９月中

旬が繁忙期に当たる。作業者は，この繁忙期に作業請負を行っている。繁忙期において，選

果場では毎日作業が行われており，作業者は交代で休日を取得している。作業時間は，基本

的には A 型利用者が９～16 時，B 型利用者が 10～14 時となっているが，各利用者（作業

者）と相談して終業時間を決めているので，異なる場合もあるという。 

 

④工賃と労災保険  

JA から事業所へ支払われる請負料は出来高制となっている。それを時給換算すると，A

型の場合，最低賃金である 862 円ほどで，B 型の場合，700 円ほどになるという。単価を決

める際，A 型は最低賃金に近くなるようにし，B 型は 700 円ほどになるよう，JA は考慮し

ているという。労災保険は JA が負担している。 

J

A

晴

れ

の

国

岡

山

（

津

山

統

括

本

部

・

津

山

南

部

ア

グ

リ

セ

ン

タ

ー

久

米

南

支

店

選

果

場

）

・

就

労

継

続

支

援

A

型

事

業

所

・

就

労

継

続

支

援

B

型

事

業

所

岡

山

県

農

福

連

携

サ

ポ

ー

ト

セ

ン

タ

ー

⑥請負作業の実施、

請負料の支払い

③相談、決定

⑤農作業請負の

申込み、受諾

（契約の締結）

④研修を受講

②作業見学・

説明会の開催
①事業所の紹介
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久米選果場の作業の様子（JA晴れの国岡山ウェブサイトより，2022年 10月 29日参照：

https://www.ja-hareoka.or.jp/605-2/） 

 

３）実績  

最初に 2020 年度の実績をみていこう。作業を請け負ったのは４つの事業所で，そのうち

２つが A 型事業所，残り２つが B 型事業所であった。作業に当たった作業者は，１日の平

均で８名である（一般の作業員は繁忙期で平均約 20 名／日）。１日最大で 7.5 トン（1,500

箱）のきゅうりの選別等を行った。 

次に 2021 年度の実績をみると，計６つの事業所で，そのうち４つが A 型事業所，３つが

B 型事業所である（A 型と B 型の両方を持つ事業所があるため，計と内訳の値が異なって

いる。一般の作業員は 2020 年度と同様，繁忙期で平均約 20 名／日）。 

また，2021 年度には，この選果場全体で年間 530 万トン（10 万 6,000 箱）のきゅうりの

選果を行っている。１日あたりでは 7.5 トン（1,500 箱）である。作業者を効率的に配置す

るなどした結果，最高で 2,200 箱分の選果を行えた日もあったという。加えて，作業者が作

業に参加する以前は，通常 17 時で終業のところ，繁忙期だと 20～21 時まで作業しなけれ

ばならなかった。ところが，作業者が作業に参加してくれるようになり，そのような残業も

減るという効果が生じているという。このように，事業所の作業請負を依頼したことで，さ

まざまな効果がみられている。 

 

４）取組方法の要点 

JA がこのような取組を進める上での要点は，以下のように考察される。 

仕組みにおいて，まず重要なのは，サポートセンターとの連携関係が築かれていることで

ある。これにより JA は，事業所を探す負担が軽くなっているだけでなく，安心して事業所

https://www.ja-hareoka.or.jp/605-2/
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との協議に入ることができる。また，サポートセンターが適宜サポートする体制となってい

ることで，JA 職員の福祉に関する情報や認識が不十分であったとしても，安心感を持って

取組を始めることができている。請負料と成果のアンバランスを回避するため，請負料を出

来高制にしていることも重要であろう。 

実際の作業においては，事業所の職員が付き添うことに加え，JA の担当者が作業内容を

事業所職員に伝え，事業所職員が障害者に伝える方法を採ることが重要であるといえる。そ

れにより，作業者への伝達がうまくいっており，作業者が作業に取り組みやすくなっている

と考えられる。また，事業所職員と相談しながら進められるので，各作業者に適した作業を

行ってもらうことが可能になっており，効率的な配置も可能になっている。少し多めの作業

者を確保することで，農繁期であっても作業者は交代で休日をとることができ，作業者に無

理をかけないので，長く続けることができていることも重要である。作業時間は事業所と相

談し，各作業者の体調等をみて柔軟に対応していることも，作業者の負担を減らし，長く続

けてもらうための要因になっていると考えられるのである。 

以上のように，JA がこの取組を行うことで，作業請負を依頼する事業所の数を増やして

いるだけでなく，選果量が増加している。また，以前は繁忙期の残業が当たり前であったが，

遅くまで残業する必要がなくなり，労働者全体の負担が減るという効果も生まれている。JA

による取組は，労働力の補完に加え，地域において，比較的大きな雇用創出という効果も生

み出しているのである。 

 

４．まとめ―JAによる農福連携の意義― 

 

 JA が農福連携に取り組む場合，比較的実施しやすいことから，第１表の②に当たる，農

家と事業所の間で行われる農作業請負を仲介することから始めるのが一般的である。一方，

本稿で扱った３つの事例は，JA による直接雇用，JA が特例子会社を設立した上での直接

雇用，JA が直接，事業所に農作業請負を行ってもらうという，やや難しい取組であったが，

各 JA の取組方法は，これからより深く農福連携に取り組もうとする多くの JA にとって大

きな示唆を与えるものであるといえるだろう。 

最後に，３つの事例の取組から，JA が農福連携を行う意義（強み）を検討し，本稿のま

とめとしたい。①JA は地域の関係機関とのネットワークがある，または築きやすいことこ

ろから，支援学校や事業所との連携関係を築きやすい点は，他にはない強みであるといえる。

②JA 事業の総合性により，管内の多様な経営を組み合わせることで（複数の作目を組み合

わせることも可能），通年あるいは長い期間の作業を生み出すことができることに加え，農

閑期や雨の日でも柔軟に作業作りができる点も，JA ならではの強みである。③それに関連

することであるが，JA は農家との密接な関係があるため，農家の労働力不足を補完する際

にも，理解を得やすい。④JA の選果場を利用することで，人員に応じた出荷調整が可能で

あり，選果場はそれなりの規模を有するので，地域において多くの障害者雇用を創出できる

強みもある。⑤取組のきっかけは法定雇用率の問題であっても，JA が取り組むことで，農
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家や地域社会に貢献しうる分野での障害者就労を促進できるのも強みと言える。 

以上のように，農業労働力不足解消や安定した雇用創出による地域社会への貢献など，JA

が農福連携に取り組む意義は大きいだけに，今後の展開が大いに期待されるのである。 
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1 本項は，主に 2020 年 11 月に JA ながさき県央でヒアリングを行った際に得た情報をもとに執筆したものである。ま

た，2022 年 11 月にも電子メール等で再調査を行った結果も踏まえている。 

2 本項は，主に 2020 年 11 月に（株）JA ぎふはっぴぃまるしぇでヒアリングを行った際に得た情報をもとに執筆した

ものである。また，2022 年 11 月にも電子メールや現地での再調査を行った結果も踏まえている。 
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3 総合部門の転籍者も以前からこの条件であった。 
4 法定雇用率を下回る雇用率の場合，常用労働者 100 人超の企業は納付金の支払いが必要になる一方で，上回る場合

は調整金・奨励金を受け取ることができる。 

5 本項は，主に 2021 年 11 月に JA 晴れの国岡山でヒアリングを行った際に得た情報をもとに執筆したものである。 


